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r7物価_繰越
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国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年７月通知分）

小計　交付限度額④

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和６年度本省繰越分）

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年12月通知分）

171,333                 

国のR6補正等（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（今回追加分）

小計　交付限度額③

推奨事業メニューの本省繰越希望額の調整欄

-                                                     

都道府県・市町村コード（５桁）

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分にかかる交付対象経費
※事務連絡は該当団体のみに通知

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費

171,333                                            

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

今回配分予定額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③にかかる交付対象経費

-                                                     

（単位：千円）

2,796                                               

so.zaisei@town.tohnosho.lg.jp

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）
交付限度額④

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
今回配分予定額

国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

8,286                     
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7経済対策分）

8,286                                               

交付対象経費(地方単独事業費)
（その他）

令和７年度既配分額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤
令和７年度既配分額

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥

今回配分予定額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

2,796                                     

※記載は不要

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額④
にかかる交付対象経費

R7経済対策等にかかる本省繰越希望額記載欄
【調整後】本省繰越希望額

（R7補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑥に係る希望額）
（交付限度額⑥を上限とする）

22,000                                                       

※【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R7補正）交付限度額⑥

※【調整前】本省繰越額
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑥

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用）

-                                                                     

22,000                                                              

171,333                                                            

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分　交付限度額
※事務連絡は該当団体のみに通知

-                                                                     

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年７月18日通知分）

171,333                 

171,333                 

小計　交付限度額（R6経済対策分）

配分予定額計
国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
配分予定額計

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

小計　配分予定額計
（R7経済対策分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策分）

【調整後】今回配分予定額
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7予備費分）

小計　配分予定額計
（R6経済対策分）

配分予定額計
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

小計　配分予定額計
（R7予備費分）

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分）

都道府県区分

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分 配分予定額計
※事務連絡は該当団体のみに通知

8,286                     

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

-                          

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤　（令和7年5月27日通知分）

8,286                                                               

小計　交付限度額（R7予備費分） 8,286                                                               

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥　（令和7年12月１６日通知分）

193,333                                                            

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 47,874                                                              

小計　交付限度額（R7経済対策分） 193,333                                                            

8,286                     

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR6補正等分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和6年度本省繰越分）

小計　交付限度額②

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年７月18日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年12月２日通知分）

担当者氏名 国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②にかかる交付対象経費

38,730                                              

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 47,874

47,874                   

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

総務課担当部局課名 49,215                                              

12349

【12_千葉県】

12349_千葉県東庄町

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

0478-86-1115

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年12月２日通知分）

-                          
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総務省

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  275,002  270,360  49,215  38,730  2,796  -  8,286  171,333 4,642 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3
万円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○
物価高騰対応重点支援（低
所得世帯支援及び不足額給
付）

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  41,526  41,526  -  38,730  2,796  -  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所
得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　1,314世帯×30千円、
子ども加算　106人×20千円、、定額減税を補足する給付（う
ち不足額給付）の対象者　2,409人　(46,190千円）　　のうち
R7計画分
事務費　2,796千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　業務委託料　使用料及び賃借料　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（1,314世帯）、定額減税
を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（2,409人）

－ ○ － R7.1 R8.3
対象世帯に対して令和7年3月までに支給
を開始する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ等 R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の
給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）
3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）
5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

物価高騰対応クーポン券支
給事業（R7補正）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別

加算

 142,624  138,773  138,773  3,851  17,624

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する町民に
対して、町内の取扱店で食料品等の購入に使用できるクー
ポン券を配布することにより生活者を支援するとともに地域
経済の活性化を図る。
②時間外勤務手当、管理職特別勤務手当、消耗品費、通信
運搬費、委託料、クーポン費用
③時間外勤務手当及び管理職特別勤務手当　500千円
　消耗品費100千円
　郵送料460円×12,500人=5,750千円
　クーポン券作成等委託料3,462千円、
　換金委託料7,812千円
　クーポン費用10,000円×12,500人＝125,000千円
　合計142,624千円
④物価高騰の影響を受ける町内生活者（住基登録者）

－ － － R8.1 R8.3 R8.4以降 クーポン券配布対象者一人あたりの負担
軽減額8,000円以上

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

クーポン券に使用期限を設ける。
クーポン取扱店から実績を報告させ使用実績を把
握する。

ホームページ等

計画に関する諸条件 キ
算出の根拠となる事業の確定等の調整のた
めに不測の日数を要し、計画を再検討した結
果、交付対象事業の完了が１２月下旬となる
ため

R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合
は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL列で
当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以降
に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
水道料金減免対策操出金事
業（R6補正）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判断
する地方単
独事業

生活者や事業者が、社会的経済的な活
動を行う上で必要不可欠となる水道基
本料金を減免することで、原油価格・物
価高騰等に直面する生活者や事業者
に直接的、効果的な支援を実施できる
ため。

 49,215  49,215  49,215  -  1,281

①原油価格・物価高騰等に直面する生活者や事業者に対す
る支援として水道基本料金を減免する。（公共施設は除く）減
免期間は6箇月分とする。
②水道事業会計への操出金で、水道料金の減免に係る費
用（減免した水道料金、システム改修委託料及び周知費用
に充当）
③4,050件×2,310円/月（減免額、税込）×6箇月≒
56,133,000円【ア】、システム改修委託料500,000円【イ】、周
知用費用（開始、終了のお知らせを郵送で実施）110円×
9090件(通常送付8,100件＋再通知等990件）≒999,900円
【ウ】
【ア】＋【イ】＋【ウ】＝57,632,900円うち、「R6_補正」へ
49,215,000円、「R7_予備」へ8,417,900円を振り分ける。
④生活者及び事業者（水道契約者)

－ － － R7.6 R8.3 町水道事業が減免した水道基本料金の
100％を一般会計から繰出しする

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ等 R7補正（地）

7 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
水道料金減免対策操出金事
業（R7予備費）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判断
する地方単
独事業

生活者や事業者が、社会的経済的な活
動を行う上で必要不可欠となる水道基
本料金を減免することで、原油価格・物
価高騰等に直面する生活者や事業者
に直接的、効果的な支援を実施できる
ため。

 8,418  8,286  8,286  132  219

①原油価格・物価高騰等に直面する生活者や事業者に対す
る支援として水道基本料金を減免する。（公共施設は除く）減
免期間は6箇月分とする。
②水道事業会計への操出金で、水道料金の減免に係る費
用（減免した水道料金、システム改修委託料及び周知費用
に充当）
③4,050件×2,310円/月（減免額、税込）×6箇月≒
56,133,000円【ア】、システム改修委託料500,000円【イ】、周
知用費用（開始、終了のお知らせを郵送で実施）110円×
9090件(通常送付8,100件＋再通知等990件）≒999,900円
【ウ】
【ア】＋【イ】＋【ウ】＝57,632,900円うち、「R6_補正」へ
49,215,000円、「R7_予備」へ8,417,900円を振り分ける。
④生活者及び事業者（水道契約者）

－ － － R7.6 R8.3
町水道事業が減免した水道基本料金の
100％を一般会計から繰出しする

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ等 R7補正（地）

8 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
水道料金減免対策繰出金事
業（R7補正）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑪推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判断
する地方単
独事業

生活者や事業者が、社会的経済的な活
動を行う上で必要不可欠となる水道基
本料金を減免することで、原油価格・物
価高騰等に直面する生活者や事業者
に直接的、効果的な支援を実施できる
ため。

 19,659  19,000  19,000  659  486

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する生活者
や事業者に対する支援として水道基本料金を減免する。（公
共施設は除く）減免期間は2箇月分とする。
②水道事業会計への繰出金で、水道料金の減免に係る費
用（減免した水道料金、システム改修委託料及び周知費用
等に充当）
③4,150件×2,310円/月（減免額、税込）×２箇月＝
19,173,000円【ア】、システム改修委託料286,000円【イ】、周
知用ポスティング委託料4,150件×22円＝91,300円【ウ】、周
知用郵送料108,700円【エ】
【ア】＋【イ】＋【ウ】＋【エ】＝19,659,000円
④水道契約者である生活者及び事業者

－ － － R8.1 R8.2 R8.4以降 町水道事業が減免した水道基本料金の
100％を一般会計から繰出しする

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ等

計画に関する諸条件 キ
算出の根拠となる事業の確定等の調整のた
めに不測の日数を要し、計画を再検討した結
果、交付対象事業の完了が６月下旬となるた
め

R7補正（地）

9 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
子育て世帯応援給付金事業
（R7補正）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 13,560  13,560  13,560  -  -

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する子育て
世帯への支援を行うことで、子育て世帯の方々の生活を維
持する。
②子育て世帯への給付金
③児童手当給付対象児童1,356人×10,000円
④児童手当給付対象児童（0歳から高校生世代）を養育する
父母等

－ ○ － R8.1 R8.2 R8.4以降 対象世帯に対し令和8年3月までに支給を
開始する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ等

計画に関する諸条件 キ
算出の根拠となる事業の確定等の調整のた
めに不測の日数を要し、計画を再検討した結
果、交付対象事業の完了が６月下旬となるた
め

R7補正（地）

                                      270,360

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期

事業終期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。

　

【
Ｒ

６
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対

策

等

】
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押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

　

※

事

務

連

絡

参

照

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

国

の

予

算

年

度

Ｃ

移替先

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5
(事業の終期が令和8年3月を超えることが

見込まれる場合、その事情)

※可変部分
※この他は変えられません。

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

交付限度額計 292,360                                                            

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

配分予定額計

Ｂ
※参考

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費


